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【法律の基礎知識】 

 

債権管理回収講座テキスト 

 

平成 20 年 10 月 13 日 

文責 弁護士 小笠原耕司 

 

Ⅰ 債権回収の具体的方法 

 

１ 担保権の実行 

（１） 抵当権に基づく競売申立 

① 借地権上の建物の競売 

② 所有者が死亡し相続人不明の場合 

③ 抵当権に基づく物上代位【判例１・２・３】 

（２） 破産手続きとの関係 

① 破産法の別除権 

② 会社更生手続の場合には開始決定までには開始決定までに実行すべき 

（会社更正法６７条１項） 

（３） 代物弁済予約 

（４） ゴルフ会員権譲渡担保における対抗要【判例４】 

① ゴルフ会員権の法的性質 

② 対抗要件【判例５】 

③ 破産 

（５） 抵当権設定物件における短期賃貸借および占有者排除の方法 

① 濫用的短期賃貸借 

② 抵当権併用賃貸借【判例６】 

③ 民事執行法上の保全処分 

ａ売却のための保全処分 

b 買受人のための保全処分 

ｃ引渡命令 

④ 民事執行法の改正点 

 

２ 相殺 

（１） 相殺の要件 

① 同じ当事者間でお互いに相手方に対し債権をもっていること 

② 同種の目的の債務であること 

③ 両債権の弁済期が到来していること 

（２） 不法行為による損害賠償責務 

（３） 手形の受戻証券性 

（４） 差押えと相殺 

（５） 破産手続きと相殺 
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（６） 相殺予約 

（７） 相殺契約 

 

３ 第三者による弁済 

 

４ 債務引受 

（１） 免責的債務引受 

（２） 重畳的債務引受 

 

５ 債権譲渡 

（１） 債権の二重譲渡【判例 7】 

 

６ 債権者代位権の行使（民法４２３条） 

（１） 期限の到来した債権があること 

（２） 債務者が自分の権利行使を怠っていること 

（３） 債権保全上必要であること 

（４） 金銭債権を保全するための場合には、債務者が無資力であること 

 

 

７ 詐害行為取消権の行使（民法４２４条） 

（１） 債権（金銭債権）を有していること 

（２） 債権者を害する、すなわちその行為によって債務者の資力が減少し、債権者の

弁済ができなくなる法律行為が債務者によってなされたこと 

① 債務の弁済 

② 不動産の売却・代物弁済 

（３） 債務者が債権者を害することを知っていたこと 

（４） 詐害行為の相手方または転得者が債権者を害することを知っていたこと 

【判例８】 

 

 

Ⅱ 債権管理・回収の基礎知識 

          ･･････担保権の種類・内容 

１ 物的担保 

（１） 抵当権 

① 抵当権の目的物件 

② 抵当権の設定手続及び注意点 

③ 火災保険金請求権の担保取得 

④ 不動産の評価 

⑤ 物上代位 

（２） 根抵当権 

① 被担保債権の範囲 
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② 極度額 

③ 元本の確定事由 

④ 共同根抵当権 

⑤ 根抵当権の設定及びその注意点 

（３） 代物弁済予約 

・ 実務判例 精算業務（最高裁昭和５４年２月２２日判決） 

（４）譲渡担保 

（５） 質権 

① 債権者の設定及び対抗要件 

（６） ゴルフ会員権の担保 

① 法的性質 

② 対抗要件 

 

２ 人的担保 

（１） 保証の機能 

（２） 保証の成立と保証人の責任 

① 保証否認 

（３） 保証債務の付随性 

・ 実務判例 手形に保証の趣旨で裏書した者と原因債務についての保証 

（最高裁平成２年９月２７日判決）【判例９】 

（４） 連帯保証 

① 時効中断 

（５） 根保証・包括根保証の債務制限【判例１０】 

（６） 手形保証 

① 民法上の保証との相違 

② 手形保証と人的抗弁 

③ 手形保証人の求償権 

④ 隠れた手形保証 

・ 実務判例 手形に保証の趣旨で裏書した者と原因債務についての保証 

（最高裁平成２年９月２７日判決）【判例９】   

（７）保証人（債務者）の変動 

① 保証人（債務者）の死亡と債務の相続 

② 包括根保証の相続性 

③ 行方不明 

④ 会社の変動（組織変更・合併） 

 

３ 担保保存義務 

  【判例１１・１２】 
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Ⅲ 時効制度について 

 

１ 取得時効と消滅時効 

 

２ 時効の期間 

① １０年 

② ５年 

③ ３年 

④ ２年 

⑤ １年 

⑥ ６ヶ月 

 

３ 準消費貸借契約・判決の活用 

 

４ 時効期間の計算 

① 期限付債権 

② 期限の定めのない場合 

③ 期限の利益喪失約款 

④ 債権支払のための約束手形を受領した場合 

 

５ 時効の中断 

（１）請求 

① 訴訟の提起 

② 支払命令の申請 

③ 和解するためにする呼出・任意出頭 

④ 調停申立 

⑤ 破産・民事再生・会社更生手続への参加 

⑥ 催告 

（２）差押・仮差押・仮処分 

（３） 承認 

・ 主債務者の債務承認と物上保証人に対する時効中断 

（最高裁平成７年３月１０日判決）【判例１３】 

・ 時効の完成後において保証人が債務を承認した場合 

・ （大阪高裁平成５年１０月４日判決）【判例１４】 

 

６ 時効の濫用と放棄 

 ①不確定効果説 

 ②時効完成を知らずに債務承認をした場合【判例１５】 

 ③時効取得した土地の所有権登記前に抵当権の設定登記がなされその後再度 

  取得時効援用の可否【判例１６】 

７ 担保権・保証債務との関係 
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（１）担保権の付従性 

（２） 抵当権の消滅時効 

（３） 保証債務の付従性 

（４） 主債務者に対する時効中断 

（５） 保証人に対する時効中断 

・ 実務判例 時効完成前の保証人の債務弁済と主債務者の時効中断 

      （東京高裁平成７年２月１４日判決）【判例１７】 

（６）連帯保証人に対する時効中断 

（７） 主債務者が行う行方不明の場合 

（８） 物上保証人の場合 

・ 実務判例 物上保証と被担保債権の消滅時効 

（最高裁平成８年７月１２日判決）【判例１８】 

（最高裁平成７年９月５日判決）【判例１９】 

（最高裁平成７年３月１０日判決）【判例２０】 

 

８ 手形債務 

・ 民法上の債務との異動 

 

 

Ⅳ 強制執行制度について 

 

１ 債務名義 

（１）確定判決 

（２）仮執行宣言付判決 

（３）仮執行宣言付支払命令 

（４） 直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている公正証書 

（５） 和解調書・調停調書・承諾調書 

 

２ 公正証書による執行 

（１）「一定額の支払」 

（２）極度貸付取引 

（３）保証人の求償権 

 

３ 強制執行の種類 

（１）金銭債権 

（２）物の引渡請求権 

（３）作為・不作為の請求権 

（４）意思表示の請求権 

 

４ 金銭債権の執行 

（１）不動産執行の方法 
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① 不動産執行の方法 

② 強制競売の開始 

③ 売却手続 

ａ現地調査報告書 

ｂ評価書 

ｃ物件明細書 

④ 配当手続  

ａ配当権者 

ｂ配当異議 

（２）動産執行 

①差押禁止動産 

②取下と時効中断 

 

（３）債権執行 

① 差押の申立 

・ 実務判例 ⅰ 抵当権に基づく物上代位 

       ⅱ 差押禁止債権の範囲の変更申立【判例２１】 

       ⅲ 預金債権に対する差押命令の申立書において当該債権の「取扱

店舗」を表示することを要するか 

② 陳述の催告 

③ 差押命令の効力 

・ 差押命令送達の効力とその発生時期 

④ 配当手続 

⑤ 差押の競合 

 ａ配当要求との競合【判例２２】 

 ｂ転付命令との関係 

 ｃ国税との優劣 

⑥ 差押と供託 

ａ権利供託 

ｂ義務供託 

・ 実務判例 普通預金につき債権者不確知による供託 

      （東京地裁平成２年３月２６日判決）【判例２３】 

⑦ 差押と相殺 

 

５ 債権保全のための法律的手段（保全処分） 

（１）仮差押 

（２）仮処分 

①係争物に関する仮処分 

② 仮の地位を定める処分 

（３）仮登記仮処分 

（４）保全処分（破産手続上） 
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Ⅴ 破産手続 

 

１ 法律関係・税務関係・登記関係 

（１）法律関係 

１、受任直後 

① 相殺禁止（破産法１０４但） 

② リース物件 

③ 動産売買先取特権 

④ 双方未履行双務契約の履行 

２、財団の換価 

⑤ 在庫商品・仕掛品等・・・先取特権者との問題 

⑥ 電話加入権・滞納料金 

⑦ 敷金 損害金を上回った場合 

⑧ 自動車 （財）日本自動車査定協会 

⑨ 不動産の任意売却 

（１）担保権抹消交渉の困難性 

   ・政府系金融機関 

   ・サラ金 

（２）税金の滞納処分 

   差押解除（国税徴収法４８Ⅱ・同法７９Ⅰ②・同法１６・国税庁徴収

部長平成９年２月５日４‐１・自治省税務局長平成９年２月２６日自

治税企⑥・地方税法１４の１０） 

（３）処分価額の相当性 

   …不動産鑑定士は高額？ 

（４）区分所有マンション 

 区分所有マンションの破産宣告前の滞納管理費・修繕積立金は、先取

特権付（建物の区分所有に関する法律７条１項）の破産債権にあたる。 

（５）不動産の放棄 

賃料収入がある場合、別除権者に物上代位による賃料差押をうながす。 

⑩ 動産 

有能な買い取り業者の確保 

 

⑪ 債権 

  内容証明等で費用と時間をかけずに回収率アップ 

 

⑫ 否認権 

・ゴルフ会員権【判例４】 

 質権者に対する対抗要件否認 

 ・債権譲渡対抗要件 

 

⑬ 税金の還付請求（法人税法１２９Ⅱ） 
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３、債権届出 

① 税金 

（１） 延滞金の減免（税通６３条Ⅳ⑬・同法施行令２６の２①） 

   国税・地方税 

（２） 劣後債権 

  手形債権中間利息控除（法４６条５号） 

  （例外：破産宣告後６ヶ月間は控除しない） 

② 別除権の実行と不足額債権額の処理 

予定不足額の評価方法 

 

 

（１）税務関係 

① 敷金・保証金に設定された質権と税金の対抗関係 

② 財団が消滅する場合の税務申告等 

 

（２）登記関係 

① 登記事件の形態について 

② 不動産売却及び別除権の目的物受戻許可書について 

③ 破産管財人及び印鑑証明書について 

④ 共有不動産の場合 

⑤ 登記完了までのプロセス 

 

（３）不動産取引関係 

① 任意売却の方法・・・入札方式での金額決定等 

② 商事留置権 

③ 借地権付建物の処理 

④ 火災保険料 

（４）労働債権 

 １．人材派遣社員の債権の取扱（優先労働債権として認められるか） 

 ２．労働者健康福祉機構 

 賃金の確保等に関する法律７条に基づき、労災保険の適用事業であって、１年

以上にわたって事業活動を行ってきた企業に労働者として雇用されてきていた者

は、企業の破産等の倒産に伴って、破産等の申立日の６ヶ月前から２年間内に退

職した場合で、未払い賃金が残っているときは、立替金払制度を利用することが

できる（但し、退職時の年齢等に応じて上限あり）。 

 

４、債権者集会 

① 当日、白紙の債権届を持参したツワモノ 

② 債権者集会フリーク 

③ ８９３   
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３ 新しい倒産制度 

（１） 少額管財事件（東京地方裁判所の運用）（別紙） 

（２） 国際倒産法制 

（３） 東京地裁民事２０部の革命！ 

 

 

Ⅵ 民事再生法 

 

Ⅰ 民事再生法とは 

（１）民事再生法制定の経緯 

（２）民事再生法の概要 

   ①業務遂行権、財産管理件の保持 

②公平誠実義務 

③再生債務者の第三者的地位 

 

２ 現行の倒産手続との比較 

（１）破産 

（２）特別精算 

（３）会社更生 

（４）和議（現在は民事再生法にかわる） 

（５）会社整理 

３ 民事再生法の内容 

（１） 民事再生手続の開始 

  ①手続の対象 

②開始原因 

③申立権者 

④手続開始の条件 

 

４ 民事再生法における包括的禁止命令 

（１） 制度趣旨 

（２） 発令の要件 

（３） 効力の発生と効果 

 

５ 民事再生手続における監督命令 

（１） 制度趣旨 

（２） 監督委員の選任 

（３） 監督委員の権限 

６ 民事再生手続開始の効力 

（１） 営業譲渡 
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（２） 担保権消滅請求 

 

７ 再生債権の届出、調査、確定 

（１） 再生債権の届出 

（２） 再生債権の調査 

（３） 再生債権の確定 

 

８ 民事再生における債務者の財産管理 

（１） 再生債権の内容 

（２） 再生計画の内容 

（３） 資本減少に関する定め 

（４） 再生計画の履行確保 

 

９ 簡易再生及び同意再生 

（１） 簡易再生申立要件 

（２） 簡易再生決定の内容及び効果 

（３） 同意再生申立要件 

（４） 同意再生決定の内容及び効果 

１０ 国際倒産 

（１） 外国管財人の権限 

（２） 相互の手続参加 

（３） 外国管財人との協力 

 

再生手続の標準スケジュール 

手  続     申立日からの日数 

申立て・予納金納付 

 保全処分発令・監督委員選任 

第１回打合せ期日 

 開始決定 

 債権届出期間 

 財産評価書・報告書提出期限 

 計画案（草案）提出期限 

第２回打合せ期日 

 認否書提出期限 

 一般調査期間 

 計画案提出期限 

第３回打合せ期日 

 監督委員意見書提出期限 

 債権者集会招集決定 

債権者集会・認否決定 

０日 

０～２日 

２週間 

２週間＋１日 

６週間 

２月 

２月 

２月 

９週間 

１０週間～１１週間 

３月 

３月 

３月＋１週間 

３月１週間＋２日 

５月 
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東京地裁破産再生部における再生手続の標準スケジュールは、下記のとおりである。

多くの事件がこのスケジュールに従って進行されており、債権者集会は、通常、申立て

後６ヵ月以内に開催されている。 

 

 

Ⅶ 担 保 物 件 及 び 民 事 執 行 法 制 度 の 改 善 の た め の 民 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 に つ い て  

 

１ 主として担保法制に関する改正点 

（１）雇用関係の先取特権 

（２）債権質の設定と債権証書の交付 

（３）不動産の収益に対する抵当権の効力 

   （担保不動産収益執行制度の導入） 

（４）抵当権消滅請求（滌除制度の見直し） 

（５）一括競売 

（６）根抵当権の元本確定 

 

２ 主として執行法制に関する改正点 

 （１）民事執行法上の保全処分の強化 

 （２）競売不動産の内覧 

 （３）不動産の明渡執行の実効性の向上 

 （４）間接強制の適用範囲の拡張 

 （５）財産開示 

 （６）養育費の履行確保 

 （７）動産競売 

 （８）差押禁止財産 
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Ⅷ 改正破産法について 

 

１、 新破産法の特色 

① 破産法手続全体の見直し 

② 個人破産・免責に関する見直し 

③ 倒産実体法の見直し 

２、 破産手続き全体の見直し 

① 手続きの迅速化及び合理化 

a、 管轄裁判所の拡大 

b、 債権者集会の召集の任意化 

c、 破産債権の届出、調査及び確定の合理化 

d、 破産管財人の換価の権限の強化 

e、 配当手続の合理化・迅速化 

② 手続きの公正さの確保 

a、 事件に関する文書の閲覧等の制度の整備 

b、 保全処分の拡充 

c、 説明義務の強化 

d、 債権者委員会制度の導入 

e、 損害賠償請求権の査定の制度の導入 

３、 個人破産・免責に関する見直し 

① 自由財産の範囲 

② 破産手続と免責手続との一体化 

③ 免責手続中の個別執行の禁止 

④ 免責不許可事由の調査に対する破産者の協力義務 

⑤ 非免責債権 

４、 倒産実体法 

① 賃貸人が破産した場合の賃借人の保護の強化 

② 租税債権の一部の破産債権化 

③ 労働債権の一部の財団債権化等 

④ 否認権 

⑤ 相殺権 

⑥ その他 

 

 

Ⅸ 包括根保証制度の見直し 

平成１６年９月８日に、法制審議会が、保証制度の見直しに関する要綱案を発表し、

平成１７年４月１日「民法の一部を改正する法律」を施行し、保証制度の見直しが行わ

れています。 

《特色》 

個人保証人の保護を方針としている 

   ・根保証契約 
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   ・主たる債務の範囲に「貸金等債務」が含まれること 

   ・個人を保証人とするものであること  

             が要件に（民法４６５条の２から４６５条の４）        

 

主要なポイント 

(ア) 根保証契約の要式行為（民法４４６条Ⅱ・Ⅲ） 

(イ) 極度額を定めることを要求（民法４６５条の２Ⅱ） 

(ウ) 元本確定期日の規定・制限（民法４６５条の３Ⅰ・Ⅱ） 

(エ) 元本確定事由の規定（民法４６５条の４） 
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Ⅹ 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する

法律 

平成１６年９月８日、法制審議会が『動産・債権譲渡に係る公示制度の整備に関する要

綱案』を発表し、平成１６年１１月２５日「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等

に関する法律の一部を改正する法律」が成立。１２月１日に公布され、平成１７年１０

月１日に施行。 

 

主要なポイント 

 

① 動産譲渡に係る登記制度の創設 

(１) 登記の対象の拡張（３条１項） 

・不動産・動産を問わない 

 (但し、動産については、譲渡人が法人であることが要件) 

・集合動産・個別動産であるかを問わない 

(２) 登記の効力（３条１項） 

・民法１７８条と同じ効果 

(３) 動産債権譲渡登記の存続期間 

・１０年（７条３項） 

(４) 登記事項の開示の二段階制度（１１条・１３条） 

(５) 代理人の占有下にある動産の譲渡 

 

② 債権譲渡に係る登記制度の見直し 

(１) 債務者不特定の将来債権譲渡の公示（８条２項４号） 

他の要素により特定できれば、債務者不特定でもよい。 

(２) 譲渡に係る債権の総額（８条２項３号） 

総額を正確に見積もることは困難なので、 

登記事項としない。 

(３) 存続期間 

同上最長１０年（８条３項２号） 

(４) 登記事項証明書の交付権者 

譲渡人の使用人を加える。（１２条、１３条Ⅰ、１１条Ⅱ④） 

(５) 債権譲渡登記事項概要ファイルの創設（１２条Ⅰなど） 

 

 

 

※別紙 新旧対照表参照 

ⅩⅠ 個人情報保護法  平成１７年４月１日施行 

 

１、個人情報の保護とプライバシー権 

２、基本属性情報とセンシティブ情報 

３、個人情報保護法とプライバシーの関係 
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４、個人情報保護法の目的とは 

５、個人情報保護法の特色 

① 法規制の二層的構造 

② 個人情報の種類、性質が特定されていない 

③ 民間業者の自主性の尊重 

④ 個人情報の利用への配慮 

⑤ 情報の取得や利用に緩く提供に厳しい 

⑥ 必要最小限の規制 

⑦ 行政主導型自主規制 

６、個人情報保護法の構成 

７、法律の目的 

８、個人情報の定義 

９、個人データと保有個人データの定義 

10、個人情報取扱事業者とは 

11、事業者の義務と利用目的の取扱い 

12、個人情報の取得に際して 

13、安全管理に関して 

14、従業員と委託先の監督 

15、個人データを第三者提供する場合の同意 

16、第三者提供する場合の制限 

17、第三者提供に本人の同意を要しない場合 

18、提供を受ける者が第三者に該当しない場合 

19、義務違反した場合 

20、個人情報保護法と金融機関の実務 

 

 

※その他最新判例 

  【判例２４～４１】 

 

以上 


